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　当社ウェブサイト（トップページ）
　　 https://www.lobtex.co.jp/
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第143期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第143期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげま
す。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載し
ておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い
申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「招集通知」を順に
選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェ
ブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

　（東京証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ロブテ
ックス」又はコードに当社証券コード「5969」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類
／ＰＲ情報」を選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄より
ご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、
お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示いただき、2026年６月23日（火曜日）午後５時30分までに到着するようご
返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具
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１. 日　時 2026年６月24日（水曜日）午前10時

２. 場　所 大阪府東大阪市四条町12番８号　本店会議室

３. 目　的　事　項

報　告　事　項 １. 第143期（2025年４月１日から2026年３月31日まで) 事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類

監査結果報告の件

２. 第143期（2025年４月１日から2026年３月31日まで) 計算書類報

告の件

決　議　事　項

第１号議案

第２号議案

第３号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

監査等委員である取締役３名選任の件

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

記

４．　招集にあたっての決定事項

　　　(1)議決権行使書において、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の表示があった

　　　　 ものとしてお取り扱いいたします。

　　　(2)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人

　　　　 として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必

　　　　 要となりますのでご了承ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう

　お願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び

　東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
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事 業 報 告

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度の我が国経済は、雇用や所得環境の改善が見られた一方で、資

材価格高騰等による物価の上昇、ウクライナや中東情勢の緊迫化による原油価格

の高止まりや、米国による関税政策によって、先行きが不透明な状況が続きまし

た。

　このような状況の下、当社グループでは、経営ビジョン「モノづくりのプロに

応え、モノづくりの愉しさを育む」、経営スローガン「私たちは工具を通じ、あ

らゆるモノづくりの要求に応えるとともに、つくる愉しさを伝え広げる事で社会

に貢献します」の発信と浸透を更に進め、経営課題である「業務の整流化を徹底

し、利益体質の強化を図る」を追求し、経営目標達成に向け努力してまいりまし

た。

　そして、その経営ビジョンを推し進めるにあたり、経営課題の解決に向け、新

規開発事業部、ハンドツール事業部、ファスニング事業部の３事業部において事

業収支改善を徹底することで「業務の整流化」と「利益体質の強化」を図りまし

た。

　新規開発事業部では、新規商品の開発、新規調達先の開拓を加速、充実を図り

ました。

　ハンドツール事業部では、開発から生産までの商品化プロセスを加速させ、安

定的且つ効率的供給体制を構築し、特に生産拠点であるグループ会社、鳥取ロブ

スターツール株式会社との連携を図ることにより収益力の強化を行いました。

　ファスニング事業部では、需要が増加している接合作業の自動化装置など、フ

ァスニング分野のさらなる伸長を図るため、技術開発、営業、アフターサービス

部門が一体となり、お客様の要求に“きめ細やかに”そして、市場ニーズを的確

に捉えるべく製販一体となって対応しました。また、グループ会社でありファス

ナー専門商社の株式会社ロブテックスファスニングシステムと連携の下、営業力

の強化を図り、同社の管理、品質、技術部門を当社と連携することで販路拡大に

特化・集中できる体制としたことにより、省人化を目的としたリベッティングの

自動機やシステム物件、並びにコンストラクションファスナーの案件が増加傾向

にあり、着実に受注に結びつきました。

　その結果、売上高は前年同期比0.1％増の5,711百万円（前年同期5,708百万

円）微増となりました。利益面におきましては、営業利益は同11.5％減の182百
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前連結会計年度
(2025年３月期)

当連結会計年度
(2026年３月期)

売上高 構成比 売上高 構成比

金 属 製 品 事 業 5,461百万円 95.7％ 5,467百万円 95.7％

レ ジ ャ ー 事 業 247 4.3 243 4.3

合 計 5,708 100.0 5,711 100.0

万円（同205百万円）、経常利益は同14.1％減の191百万円（同222百万円）、親

会社株主に帰属する当期純利益は前年の繰延税金資産の一部取り崩し影響が無く

なり、同58.9％増の122百万円（同77百万円）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①金属製品事業

　ハンドツール事業では、国内売上においては、電設工具が好調でしたが、海外

売上においては、特に韓国における市況の低迷が影響し、プライヤ類の販売が低

調に推移しました。また、新シリーズである“J-CRAFT99”においては販売を強

化し、国内海外ともに新規取扱店の拡大が進んでいます。

　一方、ファスニング事業においては、2024年6月に連結子会社である株式会社

ロブテックスファスニングシステムを100％子会社化したことに伴う一部商品の

グループ会社外への移管による売上減少の影響がありましたが、国内・海外とも

に省人化を目的としたリベッティングの自動機やシステム物件、並びにコンスト

ラクションファスナーの案件が増加傾向にあり、特に国内では着実に受注・売上

に結びつきました。

　その結果、金属製品事業の合計売上高は、前年同期比0.1％増の5,467百万円

（前年同期5,461百万円）と微増しましたが、セグメント利益については、新規

アイテムの生産・発売と在庫評価に関する費用発生に伴う売上原価率の上昇があ

り、同22.5％減の67百万円(同87百万円)となりました

②レジャー事業

　ゴルフ練習場における売上高は、サービス向上や集客施策を実施してまいりま

した結果、来場者数は微増したものの、一人当たりの売上高が減少したことなど

により、前年同期比1.3％減の243百万円（前年同期247百万円）となりました。

セグメント利益については、減収影響に加え、経費節減に努めましたものの、練

習用ボールの一部入れ替え等による運営維持費用等の増加があり、同3.4％減の

114百万円（同118百万円）となりました。

事業別売上高
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(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度の設備投資は、金属製品事業においては工場設備や金型・治具

等に、レジャー事業ではゴルフ練習場設備に総額91百万円の投資を実施いたしま

した。

(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度の設備の購入資金等は、自己資金及びリースの活用並びに金融

機関からの借入金により調達しております。

(4) 対処すべき課題

① 利益体質の強化

　当社グループでは経営ビジョン「モノづくりのプロに応え、モノづくりの愉し

さを育む」、経営スローガン「私たちは工具を通じ、あらゆるモノづくりの要求

に応えるとともに、つくる愉しさを伝え広げる事で社会に貢献します」の浸透と

発信を更に進め、経営課題である「業務の整流化を徹底し、利益体質の強化を図

る」を追求し、経営目標を達成することで、顧客満足を獲得し、適正利益の確保

を目指してまいります。

② 財務体質の改善

　財務体質の改善のため、利益の確保と経営資源の運用管理を進め、有利子負債

の削減、キャッシュ・フローの強化、総資産及び借入金の適正化を図ってまいり

ます。
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③ 人財の開発（人的資源の活用と育成）

　「企業体質の強化」の一環である人財育成の強化を目的として目標に向かって

挑戦を続ける組織風土を創造すべく、能力主義及び成果主義に基づく人事制度並

びに教育訓練システムを更に充実させ、人的資源の活性化を図ってまいります。

区 分

第140期

2023年
３月期

第141期

2024年
３月期

第142期

2025年
３月期

第143期

2026年
３月期(当期)

売 上 高(百万円) 5,950 5,925 5,708 5,711

経 常 利 益(百万円) 493 433 222 191

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 314 279 77 122

１株当たり当期純利益 (円) 168.42 149.87 41.38 65.77

総 資 産(百万円) 8,773 9,284 8,611 8,418

純 資 産(百万円) 4,750 5,096 4,841 4,961

１株当たり純資産額 (円) 2,418.24 2,593.80 2,592.90 2,657.04

(5) 財産及び損益の状況

(注) １. １株当たり当期純利益は、期中平均の発行済株式総数に基づき算出しております。
２. 当社は2023年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第

140期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益、１株当たり純資産
額を算定しております。

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

株 式 会 社 ロ ブ テ ッ ク ス
フ ァ ス ニ ン グ シ ス テ ム

10百万円 100％
ファスニングツール
工業用ファスナー卸売業

鳥 取 ロ ブ ス タ ー ツ ー ル
株 式 会 社

200 100 金属製品製造業

株 式 会 社 ロ ブ エ ー ス 50 100 ゴ ル フ 練 習 場

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(注) 当社の連結子会社は上記の３社であります。
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種 類 内 容

作業工具 モンキレンチ、プライヤ、万力、その他の作業工具

ファスニングツール リベッター、ナッター

工業用ファスナー
建築用ファスナー

ブラインドリベット、ワンサイドボルト、
モンゴプラグ、ネイルプラグ

切削工具 ダイヤモンドホイール、チップソー、ホルソー

電設工具 手動圧着工具、油圧圧着工具

(7) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

当社グループの事業内容は、金属製品事業とレジャー事業（ゴルフ練習場）であ

ります。

なお、金属製品事業は下記の製造及び販売を営んでおります。

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 店 大阪府東大阪市 本 社 大阪府東大阪市

大 阪 営 業 所 大阪府東大阪市 東 京 営 業 所 東 京 都 板 橋 区

名 古 屋 営 業 所 名 古 屋 市 北 区 福 岡 営 業 所 福 岡 市 博 多 区

物 流 セ ン タ ー
鳥 取 県 西 伯 郡
大 山 町

株式会社ロブテックス
ファスニングシステム

東 京 都 中 央 区

鳥取ロブスターツ
ー ル 株 式 会 社

鳥 取 県 西 伯 郡
大 山 町

株式会社ロブエース 大 阪 府 八 尾 市

(8) 主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）

区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

金 属 製 品 事 業 181名 ―

レ ジ ャ ー 事 業 5 ―

合 計 186 ―

(9) 従業員の状況（2026年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,308百万円

株 式 会 社 南 都 銀 行 390

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 309

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 276

株 式 会 社 り そ な 銀 行 164

(10)主要な借入先（2026年３月31日現在）
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(1) 発行可能株式総数 8,000,000株

(2) 発行済株式の総数 1,867,400株（自己株式 132,600株を除く）

(3) 株主数 1,104名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ニ ッ セ ン リ ベ ッ ト 株 式 会 社 2,000百株 10.7％

日 栄 会 1,628 8.7

有 限 会 社 ヤ マ チ 1,060 5.7

日 理 会 1,028 5.5

ロ ブ テ ッ ク ス 従 業 員 持 株 会 973 5.2

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 924 5.0

地 引 俊 爲 672 3.6

株 式 会 社 南 都 銀 行 400 2.1

株 式 会 社 山 善 335 1.8

稲 垣 貞 男 320 1.7

２. 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

(4) 大株主の状況（上位10名）

(注) 当社は自己株式132,600株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株
比率は、自己株式を控除して計算しております。
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地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 社 長
(代 表 取 締 役)

地 引 俊 爲

株式会社ロブテックスファスニングシステム
代 表 取 締 役 社 長

鳥 取 ロ ブ ス タ ー ツ ー ル 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長

株 式 会 社 ロ ブ エ ー ス
代 表 取 締 役 社 長

取 締 役 池 本 義 寛 執 行 役 員 新 規 開 発 事 業 部 長

取 締 役 森 下 幸 治 執 行 役 員 管 理 部 長

取 締 役 田 邉 浩 樹 執 行 役 員 フ ァ ス ニ ン グ 事 業 部 長

取 締 役
(常勤監査等委員)

林 　 邦 男

取 締 役
(監 査 等 委 員)

藤 本 　 昇
弁 理 士
弁理士法人藤本パートナーズ代表社員

取 締 役
(監 査 等 委 員)

遠　藤　美智子
弁 護 士
稲 垣 ・ 遠 藤 法 律 事 務 所

３. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等（2026年３月31日現在）

(注) １. 取締役（監査等委員）藤本　昇及び遠藤美智子の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引
所に独立役員として届け出ております。

２. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収
集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携
を可能にするため、林　邦男氏を常勤の監査等委員として選定しております。

３. 取締役（常勤監査等委員）林　邦男氏は、管理本部長の経験が有り、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有するものであります。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外取締役　藤本　昇、遠藤美智子の両氏との間で、会社法第427条

第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定め

る金額としております。
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(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当

該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補する

こととしております。

　当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役（監査等委員を含む）及

び子会社取締役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担

しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自

身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損な

われないように措置を講じております。

(4) 取締役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社は取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し

ております。なお、当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度合等を総

合的に勘案して決定しております。

　役員報酬等の額は、報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取

締役（監査等委員を除く）の報酬額は、取締役会で会社業績やその貢献度合、業務

執行状況を勘案して決定することとし、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が

決定しております。各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定してお

ります。

　当社の役員報酬等は、固定報酬と業績連動報酬で構成され、その割合は固定報酬

が60～100％、業績連動報酬が０～40％となっております。

　当該業績連動報酬に係る指標は「親会社株主に帰属する当期純利益」としており

ます。当該指標は事業年度における活動を通しての最終的な利益であり、役員を評

価するにあたり最も相応しい指標と判断しております。

② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年６月23日開催の第133期定

時株主総会において年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と

決議しております。当該定時株主総会終了時点の取締役（監査等委員を除く）の員

数は３名です。

　取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月23日開催の第133期定時株主

総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終了時点の

取締役（監査等委員）の員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

　取締役（監査等委員を除く）について、取締役会で、取締役（監査等委員を除

く）の個人別の報酬額の具体的内容の決定を代表取締役社長地引俊爲に委任する旨

の決議をしております。その権限の内容は、個人別の報酬等の全部に関する内容の
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2025年３月期 目標 190,000千円 実績 77,278千円

決定となります。当社全体の状況を俯瞰しつつ、各取締役（監査等委員を除く）の

担うべき機能・役割に応じて報酬等を判断するには代表取締役社長が最も適してい

ることから、当該権限を委任しております。取締役会の授権を受けた代表取締役社

長が会社業績やその貢献度合、業務執行状況を勘案して決定しております。

④ 業績連動報酬等に関する事項

　当該業績連動報酬に係る指標は「親会社株主に帰属する当期純利益」としており

ます。当該指標は事業年度における活動を通しての最終的な利益であり、役員を評

価するにあたり最も相応しい指標と判断しております。

　なお、当該業績連動報酬の額の決定方法は下記のとおりであります。

取締役（監査等委員を除く）

1 業績連動報酬Ａ

　目標「親会社株主に帰属する当期純利益」の達成並びに従業員に対する

賞与の年間４ケ月以上支給を条件として下記計算式により決定しておりま

す。

業績連動報酬額＝「親会社株主に帰属する当期純利益」÷目標「親会社株

主に帰属する当期純利益」×月額固定報酬×４

※　上限額　月額固定報酬×８

2 業績連動報酬Ｂ

　「親会社株主に帰属する当期純利益」の計上を条件として、取締役社長

は固定金額とし、他の取締役（監査等委員を除く）は個人評価を踏まえて

決定しております。

取締役（監査等委員（社外取締役を除く））

1 業績連動報酬Ａ

　取締役（監査等委員を除く）に準じて決定しております。

2 業績連動報酬Ｂ

　「親会社株主に帰属する当期純利益」の計上を条件として、固定金額と

しております。

取締役（監査等委員（社外取締役））

業績連動報酬Ｂ

取締役（監査等委員（社外取締役除く））に準じて決定しております。

当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

親会社株主に帰属する当期純利益
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役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円）

対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬等

取　締　役
(監査等委員を除く)

48 38 10 ５

取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)

30
(13)

25
(10)

４
(３)

３
(２)

計
78
(13)

63
(10)

14
(３)

８
(２)

区　分 氏　名 主な活動状況

取 締 役
(監査等委員)

藤 本 　 昇

当事業年度に開催された取締役会全15回、監査等
委員会全13回に出席し、主に弁理士としての専門
的見地及び会社の経営者としての見地から、適時
適切な助言・提言等を期待しており、取締役会に
おいて、当該視点からの発言を行うなど、適切な
役割を果たしております。

取 締 役
(監査等委員)

遠　藤　美智子

当事業年度に開催された取締役会全15回、監査等
委員会全13回に出席し、主に弁護士としての専門
的見地から、適時適切な助言・提言を期待してお
り、取締役会において、当該視点からの発言を行
うなど、適切な役割を果たしております。

⑤ 当該事業年度に係る取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容が決

定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

　当事業年度においては、取締役の報酬関係について有価証券報告書及びコーポレ

ート・ガバナンス報告書に記載されている内容と同じであり、取締役会は、決定方

針に沿うものであると判断しました。

⑥ 取締役の報酬等の総額等

(注) １. 取締役（監査等委員を除く）のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はござい
ません。

２. 当事業年度末現在の人員は、取締役（監査等委員を除く）４名、取締役（監査等委員）３名
（うち社外取締役２名）であります。上記の支給人員と相違しているのは2025年6月24日開催
の第142期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでいるためであります。

(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

　取締役（監査等委員）藤本　昇氏の兼職先である弁理士法人藤本パートナーズ

と当社との間には、特許等の申請等の手数料等の取引が存在しております。

　取締役（監査等委員）遠藤美智子氏の兼職先である稲垣・遠藤法律事務所と当

社との間には、特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

取締役会及び監査等委員会への出席状況及び発言状況
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① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 26百万円

②
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

26百万円

４. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) １. 当社は、会計監査人との契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引
法の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ実質的にも区分できませんので
これらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並び
に会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討し
た結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　会計監査人が、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査

人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当

社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の

執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合

には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決

定いたします。

５. 会社の体制及び方針

［業務の適正を確保するための体制］

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社及び子会社の取締役及び使用人を含めた行動指針として、「倫理・法令遵守

方針」を定め、その周知徹底を図るとともに、取締役は、自らが主体的に法令・定

款・社会的規範等を遵守し、業務の遂行にあたっております。

　監査等委員である取締役は、法令に定める取締役会への出席の他、コンプライア

ンスの観点から各部門、子会社主催の会議・報告会等へ出席し、充実した監査機能

を発揮しております。

　各取締役は重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見し

た場合は直ちに取締役会及び監査等委員会に報告することとしております。

　内部統制部門は、コンプライアンス体制の整備及び維持を図り、必要に応じ関連

部門と連携をとり研修等を実施しております。
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(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

　取締役の職務執行に係る情報については、稟議規程、文書取扱規程、文書の保存

期間規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で記

録・保存・管理することとし、保存期間は、文書の保存期間規程によるものとして

おります。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社及び子会社の環境・安全リスクに対処するため、品質・環境統合マニュア

ル、安全衛生委員会規程に基づき、環境面・安全衛生面でのリスクマネジメントを

行っております。

　当社及び子会社の事業リスクへの対応としては、取締役会と子会社社長も含めた

部門長会議で事業環境等のリスクの抽出を定期的に実施し、情報の共有化を図り、

リスクを未然に防止する体制をとっております。

　不測の事態が発生した場合は、取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、弁

護士の資格を有する社外取締役等を含むチームを組織し迅速な対応を行い、損害の

拡大の防止をし、これを最小限に止める体制を整えております。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制として、取締役会を定期的に開催する他、当社の経営方針及び経営戦略に関わ

る重要事項については、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、十分に議論、審

議を経て執行決定を行っております。また、子会社の重要議案については、子会社

管理規程に基づき当社企業グループ全体の業務の適正性と効率性の確保を行ってお

ります。なお、当社の取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職

務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及び責任、執行手続の詳細

について定めております。

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社及び子会社の使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、倫理・法令遵守方

針を定め、それを遵守するとともに、使用人が法令・定款等に違反する行為を発見

した場合の報告体制としてコンプライアンス通報規程を制定・施行しております。

また、法令・定款の遵守のさらなる徹底を図るため、社内通報窓口に加え、当社取

引先等の外部関係者も通報できる社外通報窓口を設置しております。

(6) 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制及

び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社及び子会社は、企業グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全
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うするためにグループ年度計画を策定しております。

　計画の進捗は年間スケジュール表に基づく定期報告で管理するとともに、取締役

会と子会社の社長も含めた部門長会議で、評価、指導、助言を行い、企業グループ

全体の業務の適正化を図っております。また、子会社に対し、内部監査部門又は監

査等委員による定期的監査を実施し、その報告を受けるとともに子会社との定期的

な情報交換を行い、コンプライアンス上の把握、課題解決に努めております。

　子会社にコンプライアンス上問題があると認めた場合は、内部監査部門又は監査

等委員に報告し、直ちに監査等委員会に報告を行うものとし、監査等委員は意見と

ともに改善策の策定を求めることができることとしております。

(7) 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合

における当該取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役

（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに当該取締

役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会がその職務を補助する取締役及び使用人を置くことを求めた場合

は、適任の当該取締役及び使用人を配置するものとし、配置にあたっての具体的な

内容（組織、人数、賃金、その他）につきましては、監査等委員会と相談し、その

意見を十分考慮し、同意を得て取締役会が決定いたします。また、監査等委員の職

務を補助すべき使用人の評価は監査等委員が行い、取締役（監査等委員である取締

役を除く。）からの独立性を確保するものとしております。なお、現在、監査等委

員会はその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めておりません。

(8) 監査等委員会に報告するための体制及び報告したことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制

　当社及び子会社の取締役及び使用人、子会社の監査役は当社及び子会社の実務又

は業務に影響を与える、あるいは与える恐れのある重要事項について監査等委員会

に速やかに報告するものとしております。

　前記に関わらず、監査等委員会は、必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使

用人、子会社の監査役に対して報告と意見を聞くことができることとし、これによ

り、監査等委員会に出席する取締役、その他の使用人は、監査等委員会に対し、監

査等委員会が求めた事項に対して説明しなければならないこととしております。当

社は監査等委員会に説明を行った当社及び子会社の取締役及び使用人、子会社の監

査役に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、

その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人、子会社の監査役に周知徹底しており

ます。

－ 15 －



(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員は、取締役会や部門長会議等の重要会議に出席し、関係部署の調査、

重要案件の稟議書の確認等により、その権限が支障なく行使できる社内体制が確立

されております。

　なお、監査等委員は会計監査人から会計監査の内容について報告を受けるととも

に、情報の交換を行う等連携を図っております。

(10)監査等委員会の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当

該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は監査等委員会がその職務の遂行について、独自の外部専門家・アドバイザ

ー等を活用するための費用の支出を求めた場合、又は必要な費用の前払を求めた場

合には、監査等委員会の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、その費

用を負担します。

(11)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

　金融商品取引法により、財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制

を構築、維持、向上を図ります。そのために監査等委員及び内部統制部門は、財務

報告とその内部統制の整備、運用状況を監視、検証し、必要に応じてその改善策を

取締役会に報告しております。

(12)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社及び子会社は、反社会的勢力とは取引関係を含む一切の関係を持たず、不当

な要求に対しては法令に基づき、毅然とした対応をとることを基本方針としており

ます。

　また、不当要求等に対しては、警察等の外部機関との連携を図り、組織的な対応

を行う体制をとっております。

［業務の適正を確保するための体制の運用状況］

　当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

は、以下のとおりであります。

(1)取締役の職務の執行について

　当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則月１回開催し、法令や定

款等に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職

務の執行の監督を行っております。なお、当事業年度におきましては、取締役会

を15回開催しております。

(2)リスク管理体制について

　当社及び子会社は、原則月１回開催される当社取締役会並びに子会社社長も出

席メンバーであり、３ケ月に１回開催される部門長会議でリスクを定期的に抽出

し、情報の共有化を図り、リスクの発生を未然に防止できるようにリスク管理を

継続的に行っております。

－ 16 －



(3)コンプライアンス体制について

　当社及び子会社は、「倫理・法令遵守方針」を設定し、使用人に対し、その周

知と、職位に応じて必要とされるコンプライアンスについて、社内研修や会議体

での説明等、法令を遵守するための取り組みを行っております。また、当社はコ

ンプライアンス通報規程により、相談・通報体制を設け、これを利用することで

コンプライアンスの実効性向上を図っております。

(4)内部監査の実施について

　当社では、内部監査実施計画・報告書に基づき、当社及び子会社の内部監査を

実施しております。

(5)監査等委員の職務の執行について

　監査等委員会は、社外取締役２名を含む監査等委員３名で構成されており、原

則月１回開催され、各監査等委員は監査等委員会規程に基づき、取締役会はもと

より、重要な会議への出席や代表取締役、会計監査人及び内部統制部門と定期的

に情報交換を行い、取締役の職務の執行について監視をしております。

　なお、当事業年度におきましては、監査等委員会を13回開催しております。

(6)グループ管理体制について

　３ケ月に１回開催される部門長会議で子会社の社長から経営状況等の報告を受

けることの他、毎月提出される業務報告書により、現況を把握できる体制になっ

ております。また、当社の内部監査部門が子会社の業務について、定期的に内部

監査を実施しております。

６. 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、安定的な配当の維持と財務体質強化による経営基盤の確保を前提とし

て、利益配分を決定しております。当社の剰余金の配当は、期末配当金として年１

回実施することを基本方針としております。

　当期の配当につきましては、上記方針に基づき、普通配当につきましては1株に

つき30円（年間配当金30円）とさせていただきます。

　内部留保につきましては、財務体質の強化並びに将来の事業展開に役立てること

としております。

　なお、当社は会社法第459条第１項の規定により、取締役会の決議によって剰余

金の配当等を決定できる旨定款に定めております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2026年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資　産　の　部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

固 定 資 産

有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

リ ー ス 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

　

5,598,436

1,975,711

27,959

1,096,315

197,830

1,513,923

349,012

306,734

130,947

2,819,718

1,814,449

662,390

244,631

72,522

668,226

157,499

9,178

30,202

20,530

9,672

975,066

746,363

158,683

51,753

18,265

　

(負　債　の　部)

流 動 負 債 2,298,323

買 掛 金 259,680

短 期 借 入 金 1,519,864

リ ー ス 債 務 53,542

未 払 法 人 税 等 57,020

契 約 負 債 57,681

そ の 他 350,534

固 定 負 債 1,158,072

長 期 借 入 金 972,558

リ ー ス 債 務 84,151

退職給付に係る負債 91,777

繰 延 税 金 負 債 9,105

そ の 他 480

負 債 合 計 3,456,396

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 4,635,466

資 本 金 960,000

資 本 剰 余 金 493,710

利 益 剰 余 金 3,346,290

自 己 株 式 △164,534

その他の包括利益累計額 326,292

その他有価証券評価差額金 326,292

純 資 産 合 計 4,961,758

資 産 合 計 8,418,154 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,418,154

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 5,711,753

売 上 原 価 4,007,315

売 上 総 利 益 1,704,437

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,522,276

営 業 利 益 182,161

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 29,765

受 取 家 賃 7,405

助 成 金 収 入 1,879

そ の 他 7,376 46,426

営 業 外 費 用

支 払 利 息 34,951

そ の 他 2,341 37,292

経 常 利 益 191,295

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 191,295

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 94,817

法 人 税 等 調 整 額 △26,333 68,484

当 期 純 利 益 122,811

親会社株主に帰属する当期純利益 122,811

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 960,000 493,710 3,279,500 △164,534 4,568,676

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △56,022 △56,022

親会社株主に帰属する当期純利益 122,811 122,811

株主資本以外の項目の当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 66,789 ― 66,789

当 期 末 残 高 960,000 493,710 3,346,290 △164,534 4,635,466

その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 273,310 273,310 4,841,987

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △56,022

親会社株主に帰属する当期純利益 122,811

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 52,981 52,981 52,981

当 期 変 動 額 合 計 52,981 52,981 119,771

当 期 末 残 高 326,292 326,292 4,961,758

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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商品及び製品・仕掛品 …… 　総平均法による原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法)

原材料 ……………………… 　総平均法による原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法。ただし、買入部品について

は最終仕入原価法)

貯蔵品 ……………………… 　最終仕入原価法

その他有価証券 …………… 市場価格のない株式等以外のもの

当連結会計年度末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法による）

市場価格のない株式等

総平均法による原価法

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社 ３社

連結子会社の名称 ㈱ロブテックスファスニングシステム

鳥取ロブスターツール㈱

㈱ロブエース

(2) 持分法の適用に関する事項

　非連結子会社及び関連会社はありません。

(3) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ) 棚卸資産

ロ) 有価証券
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イ) 有形固定資産 ………………

(リース資産を除く)

　定率法を採用しております。ただし、1998年

４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法を採

用しております。

　(なお、当社所有の子会社用賃貸設備を含む

全ての子会社の使用する設備については、定額

法を採用しております。)

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 10～40年

機械装置及び運搬具 10～12年

工具、器具及び備品 ２～５年

ロ) 無形固定資産 ………………

(リース資産を除く)

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

社内利用のソフトウェア ５年

ハ) リース資産 ………………… 　所有権移転ファイナンス・リース取引にかか

るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法

と同一の方法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引にか

かるリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

貸倒引当金 ………………… 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上します。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

③ 重要な引当金の計上基準

④ 退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡

便法を適用しております。
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イ) 金属製品事業 ……………… 　主に作業工具、ファスニングツールなどの製

造及び販売を行っております。当社及び連結子

会社では、主に完成した製品を顧客に供給する

ことを履行義務としており、原則として製品を

引き渡した時点において支配が顧客に移転して

履行義務が充足されると判断していることか

ら、当時点において収益を認識しております

が、国内の販売においては、出荷時から当該製

品の支配が顧客に移転される時までの期間が通

常の期間である場合には、出荷時に収益を認識

しております。取引価格の算定については、顧

客との契約において約束された対価から、値引

き額等を控除した金額で算定しております。

ロ) レジャー事業 ……………… 　ゴルフ練習場を運営しており、ゴルフ練習の

サービスを提供しております。そのサービスを

提供した時点で履行義務が充足されると判断し

ていることから、当時点において収益を認識し

ております。取引価格の算定については、顧客

との契約において約束された対価から、当社が

付与したポイントを控除した金額で算定してお

ります。

当連結会計年度

繰延税金資産 245,199

繰延税金負債 202,551

⑤ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

収益及び費用の計上基準

２．会計上の見積りに関する注記

(1)繰延税金資産の回収可能性

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

なお、上記はそれぞれ繰延税金資産と繰延税金負債相殺前の金額を表示しております。
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当連結会計年度

有形固定資産 361,289

無形固定資産 1,864

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

イ)算出方法

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第26号）に定める企業分類に基づき、当連結会計年度末におけ

る将来減算一時差異に係る繰延税金資産が、将来の税金負担額を軽減する効果

を有する範囲内で計上しております。

ロ)主要な仮定

繰延税金資産の回収可能性は、企業分類の妥当性、将来の課税所得の十分

性、将来減算一時差異の解消見込年度のスケジューリング等に用いられる仮定

に依存します。課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、著しい

経営環境の悪化等はないと判断しております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

課税所得の見積りは、主要な仮定や将来の不確実な経済条件の変動などによ

って影響を受ける可能性があります。翌連結会計年度における課税所得の十分

性の状況などにより企業分類が変更になった場合、繰延税金資産の取り崩し等

が発生する可能性があります。

(2)鳥取ロブスターツール株式会社に係る資産の減損

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

②識別した項目に係る重要な会計上の見積り内容に関する情報

当連結会計年度において、鳥取ロブスターツール株式会社について、営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイナスとなり減損の兆候が認められたため、事業計画な

どを基に当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額を見

積りました。

鳥取ロブスターツール株式会社の生産量のほぼ全量を親会社である株式会社ロブ

テックスに販売しているため、割引前将来キャッシュ・フローの見積りにあたって

は、株式会社ロブテックスの販売予測を基に作成した事業計画を基に主要な資産

（機械装置）の残存耐用年数にわたる期間で算定しております。

当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額
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定期預金 50,000 千円

建物 571,494 千円

土地 570,165 千円

計 1,191,659 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,507,156 千円

普通株式 2,000 千株

決　議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年５月28日
取締役会

普通株式 56,022 30.00 2025年３月31日 2025年６月25日

配当金の総額 56,022 千円

１株当たりの配当額 30.00 円

基準日 2026年３月31日

効力発生日 2026年６月25日

配当原資 利益剰余金

を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ったた

め、減損損失を認識するに至りませんでした。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

建設業界や製造業等の市場環境の変化などにより親会社の販売実績が販売計画を

大幅に下回った場合、見積りの前提とした条件又は仮定に変更が生じ、当該資産グ

ループから得られる割引前将来キャッシュ・フローが減少した場合、減損損失の認

識が必要となる可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

②　担保に係る債務

　担保に係る債務残高は、2,170,979千円であります。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(3) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
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連結貸借対照表
計上額

時価 差額

投 資 有 価 証 券
　 そ の 他 有 価 証 券

742,215 742,215 ―

資 産 計 742,215 742,215 ―

長期借入金（１年内返済長期借入金含む) 1,642,422 1,634,930 7,491

負 債 計 1,642,422 1,634,930 7,491

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 4,148

５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、主に金属製品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照

らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全

性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入等により調達し

ております。

　また、投資有価証券の内容は株式であり、上場株式については四半期ごとに時

価の把握を行っております。

　営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについては、主要

な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理

するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお

ります。連結子会社についても、同様の管理を行っております。

　投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であ

り、これに対する市場価格の変動リスクについては、定期的に時価や発行体（取

引先企業）の財務状況等を把握するようにしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については、次のとおりであります。市場価格のない株式等は、

次表には含めておりません（（注）を参照ください）。また、現金は注記を省略

しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、買掛金及び短期借入金は短

期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており

ます。

(単位：千円)

（注）市場価格のない株式等

(単位：千円)

これらについては、「投資有価証券」には含めておりません。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券株式

742,215 ― ― 742,215

資産計 742,215 ― ― 742,215

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金
(１年内返済長期借入金含む)

― 1,634,930 ― 1,634,930

負債計 ― 1,634,930 ― 1,634,930

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価

格により算定した時価

　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイン

プットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ

らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最

も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産

(単位：千円)

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融負債

(単位：千円)

（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。上場株式は

活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しておりま

す。
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報告セグメント
その他
(注)

合計
金属製品事業 レジャー事業 計

日本 4,599,315 243,895 4,843,210 ― 4,843,210

東アジア 705,838 ― 705,838 ― 705,838

北中米 79,097 ― 79,097 ― 79,097

欧州 15,302 ― 15,302 ― 15,302

その他の地域 68,304 ― 68,304 ― 68,304

顧客との契約か
ら生じる収益

5,467,857 243,895 5,711,753 ― 5,711,753

その他の収益 ― ― ― ― ―

外部顧客への売
上高

5,467,857 243,895 5,711,753 ― 5,711,753

長期借入金

　これらの時価については、変動金利によるものの時価は帳簿価額と近似してい

ると考えられるため、当該帳簿価額によっています。また、固定金利のものにつ

いては、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

６．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

(注) 当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は「１．連結計算書類作成のための基本となる

重要な事項に関する注記等　(3)会計方針に関する事項　⑤その他連結計算書類の作成

のための基本となる重要な事項　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フロー

との関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計

年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

－ 28 －



当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権 1,322,105

契約負債 57,681

１株当たり純資産額 2,657 円 04 銭

１株当たり当期純利益 65 円 77 銭

① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

契約負債は、主にサービスの提供、製品の引き渡し前に顧客から受け取った対価で

あり、連結貸借対照表上、流動負債に含まれております。

顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。

(単位：千円)

当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高に含まれていた

金額に重要性はありません。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した

履行義務から認識した収益の額には重要性はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないた

め、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

７．１株当たり情報に関する注記

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在) (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資　産　の　部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

前 払 年 金 費 用

そ の 他

　

3,951,832

1,485,412

20,476

33,120

913,706

1,392,222

21,264

3,594

11,313

70,722

3,450,506

1,424,142

610,953

31,867

19,404

21,310

668,226

64,550

7,828

27,859

2,954

20,530

4,374

1,998,504

713,809

643,336

490,000

145,777

5,580

　

(負　債　の　部)

流 動 負 債 2,055,588

買 掛 金 267,158

短 期 借 入 金 850,000

１年内返済予定の長期借入金 669,864

リ ー ス 債 務 15,619

未 払 金 121,934

未 払 費 用 80,100

未 払 法 人 税 等 42,071

預 り 金 5,319

契 約 負 債 3,520

固 定 負 債 1,022,179

長 期 借 入 金 972,558

リ ー ス 債 務 40,515

繰 延 税 金 負 債 9,105

負 債 合 計 3,077,767

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 4,004,925

資 本 金 960,000

資 本 剰 余 金 491,045

資 本 準 備 金 491,045

利 益 剰 余 金 2,718,413

その他利益剰余金 2,718,413

別 途 積 立 金 475,000

繰越利益剰余金 2,243,413

自 己 株 式 △164,534

評価・換算差額等 319,645

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 319,645

純 資 産 合 計 4,324,570

資 産 合 計 7,402,338 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,402,338

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 4,237,522

売 上 原 価 3,043,908

売 上 総 利 益 1,193,614

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,172,367

営 業 利 益 21,246

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 85,221

受 取 家 賃 112,987

業 務 受 託 収 入 20,121

そ の 他 10,562 228,892

営 業 外 費 用

支 払 利 息 32,656

業 務 受 託 費 用 13,281

そ の 他 2,298 48,235

経 常 利 益 201,903

税 引 前 当 期 純 利 益 201,903

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 56,550

法 人 税 等 調 整 額 △18,674 37,875

当 期 純 利 益 164,027

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 960,000 491,045 491,045 475,000 2,135,408 2,610,408 △164,534 3,896,919

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △56,022 △56,022 △56,022

当 期 純 利 益 164,027 164,027 164,027

株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― 108,005 108,005 ― 108,005

当 期 末 残 高 960,000 491,045 491,045 475,000 2,243,413 2,718,413 △164,534 4,004,925

評価・換算差額等

純 資 産
合 計

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

評 価 ・
換 算
差 額 等
合 計

当 期 首 残 高 270,852 270,852 4,167,771

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △56,022

当 期 純 利 益 164,027

株 主 資 本 以 外 の
項目の当期変動額（純額)

48,793 48,793 48,793

当 期 変 動 額 合 計 48,793 48,793 156,798

当 期 末 残 高 319,645 319,645 4,324,570

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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子会社株式 ………………… 　総平均法による原価法

その他有価証券 …………… 　市場価格のない株式等以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は総平均法による）

　市場価格のない株式等

総平均法による原価法

商品及び製品・仕掛品 …… 　総平均法による原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）

原材料 ……………………… 　総平均法による原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法。ただし、買入部品について

は最終仕入原価法）

貯蔵品 ……………………… 　最終仕入原価法

① 有形固定資産 …………………

(リース資産を除く)

　定率法を採用しております。ただし、1998年

４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法を採

用しております。

　(なお、当社所有の子会社用賃貸設備につい

ては、定額法を採用しております。)

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 10～38年

構築物 10～40年

機械装置 10～12年

工具、器具及び備品 ２～５年

② 無形固定資産 …………………

(リース資産を除く)

　定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

社内利用のソフトウェア　５年

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法
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③ リース資産 …………………… 　所有権移転ファイナンス・リース取引にかか

るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法

と同一の方法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引にか

かるリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

① 貸倒引当金 …………………… 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上します。

② 退職給付引当金 ……………… 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度

末における退職給付債務及び年金資産に基づき

計上しております。退職給付引当金及び退職給

付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡

便法を適用しております。

(3) 引当金の計上基準

(4) 収益及び費用の計上基準

① 企業の主要な事業における主な履行義務の内容

　主に作業工具、ファスニングツールなどの製造及び販売を行っております。当社

では、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としております。

② 企業が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）

　原則として製品を引き渡した時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足

されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりますが、国内

の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が

通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。取引価格の算定に

ついては、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控除した金額

で算定しております。
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当事業年度

繰延税金資産 183,804

繰延税金負債 192,910

定期預金 50,000 千円

建物 571,494 千円

土地 570,165 千円

計 1,191,659 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,485,042 千円

鳥取ロブスターツール㈱ 20,730 千円

短期金銭債権 53,876 千円

短期金銭債務 194,345 千円

２．会計上の見積りに関する注記

繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

なお、上記はそれぞれ繰延税金資産と繰延税金負債相殺前の金額を表示しております。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表の「２.会計上の見積りに関する注記(1)繰延税金資産の回収可能性」

に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

　担保に係る債務残高は、2,170,979千円であります。

(3) 保証債務

子会社のリース債務に対する保証

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次

のとおりであります。
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営業取引による取引高

売上高 130,528 千円

仕入高 1,729,108 千円

販売費及び一般管理費 159,077 千円

営業取引以外の取引高 197,630 千円

普通株式 132 千株

繰延税金資産

未払賞与 18,430 千円

退職給付信託 49,380 千円

棚卸資産評価損 92,059 千円

減損損失 21,359 千円

ゴルフ会員権評価損 5,825 千円

その他 23,482 千円

繰延税金資産小計 210,538 千円

評価性引当額 △26,733 千円

繰延税金資産合計 183,804 千円

繰延税金負債

前払年金費用 △45,919 千円

その他有価証券評価差額金 △146,990 千円

繰延税金負債合計 △192,910 千円

繰延税金負債の純額 △9,105 千円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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属　性
会社等の
名称

議決権
等の所
有割合

関 係 内 容

取引の内容 取引金額 科　　目 期末残高役員の
兼任等

事業上の関
係

子会社
鳥取ロブス
ターツール
株式会社

100.0％
兼任３名

（期末日現在
は兼任２名）

製品の
製造

資金の貸付 ― 長期貸付金 490,000

製品の仕入 1,787,296 買掛金 166,278

経費の支払 159,072 未払金 27,292

子会社
株式会社
ロブエース

100.0％ 兼任２名
ゴルフ
練習場
設備

事業場の賃貸 111,587 未収入金 13,200

１株当たり純資産額 2,315 円 82 銭

１株当たり当期純利益 87 円 84 銭

７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社
(単位：千円)

(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注) １. 鳥取ロブスターツール株式会社からの製品の仕入については、市場価格及び総原価を勘案し

て、交渉の上、決定しております。
２. 鳥取ロブスターツール株式会社に対する貸付金につきましては、市場金利を勘案して利率を

合理的に決定しております。
３. 株式会社ロブエースへの事業場の賃貸につきましては、建物の維持費用や不動産投資利回り

額等を勘案の上、決定しております。

８．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表の

「６.収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して

おります。

９．１株当たり情報に関する注記

１０．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 木 戸 脇　美　紀

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 舩　田　　祐　貴

2026年５月20日

株式会社　ロブテックス

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　トーマツ

大阪事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ロブテックスの2025年4月1日から
2026年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記に
ついて監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社ロブテックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期

間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸
表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備

及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独
で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 木 戸 脇　美　紀
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 舩　田　　祐　貴

2026年５月20日

株式会社　ロブテックス

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　トーマツ

大阪事務所

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ロブテックスの2025年4月1

日から2026年3月31日までの第143期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類

等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の

財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として

のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。

さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関

して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又

は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除

外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及

び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価

する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第143期事業年度にお

ける取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下

のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関

する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制

システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定

期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の

方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門

と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に

関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧

し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。ま

た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適

正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ

る事項）を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会）等に従って整備

している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）及びその附属明細

書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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２．監査の結果

（１） 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく

示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重

大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の

執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２） 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

（３） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

監査等委員（常勤） 林 邦 男㊞

監査等委員 藤 本  昇㊞

監査等委員 遠 藤 美 智 子㊞

2026年５月21日

株式会社 ロブテックス 監査等委員会

(注) 監査等委員藤本　昇及び遠藤　美智子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する

社外取締役であります。

　

以　上
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候補者
番　号

氏名及び生年月日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式数

１

じ  びき とし ため

地 引 俊 爲
1969年３月14日生

1993年４月 当社入社
2004年７月 当社執行役員営業本部海外ブロック長
2005年５月 当社執行役員海外営業本部長
2008年６月 当社取締役上席執行役員海外営業本部長
2009年４月 当社代表取締役社長兼海外営業本部長
2010年５月 当社代表取締役社長
2012年６月 当社代表取締役社長兼マーケティング本部長
2020年４月 当社代表取締役社長兼モノづくり事業本部長
2024年７月 当社代表取締役社長

現在に至る

67,286株

(重要な兼職の状況)
㈱ロブテックスファスニングシステム代表取締役社長
鳥取ロブスターツール㈱代表取締役社長
㈱ロブエース代表取締役社長

取締役候補者とした理由
営業に関する豊富な知識と経験を有しており、2009年４月より当社代表取締役社長に就任していま
す。
引き続き当社グループの経営・営業についての豊富な知識と経験が当社の企業価値向上に資すると判
断し、取締役候補者としました。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（４名）は、本定時株主総会終結

の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）

３名の選任をお願いするものであります。

　監査等委員会は、各候補者に関して、業務執行状況及び業績等を評価したうえ

で、当社の取締役として適任であると判断しております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏名及び生年月日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式数

２

もり した こう じ

森 下 幸 治
1962年12月20日生

1985年４月 当社入社
2009年７月 当社執行役員管理本部副本部長
2010年５月 当社執行役員管理本部管理部長
2021年５月 当社執行役員管理本部管理部長兼フィナンシ

ャル管理室長
2021年６月 当社取締役執行役員管理本部管理部長兼フィ

ナンシャル管理室長
2022年４月 当社取締役執行役員管理本部管理部長
2024年７月 当社取締役執行役員管理部長
2026年４月　当社取締役執行役員経営管理本部長

現在に至る

10,561株

取締役候補者とした理由
財務・経理・人事に関する豊富な知識と経験を有しており、2021年６月より取締役を務めています。

引き続きこれらの豊富な知識と経験が当社の企業価値向上に資すると判断し、取締役候補者としまし

た。

３

 た  なべ ひろ き

田 邉 浩 樹
1967年９月17日生

1990年４月 当社入社
2004年５月 当社執行役員国内営業本部副本部長
2008年６月 当社取締役上席執行役員国内営業本部長
2012年７月 当社取締役辞任
2012年７月 株式会社ロブエース出向
2017年６月 同社取締役支配人
2021年５月 当社執行役員モノづくり事業本部副本部長

（マーケティング担当）
2021年６月 当社取締役執行役員モノづくり事業本部副本

部長（マーケティング担当）
2023年４月 当社取締役執行役員モノづくり事業本部副本

部長（マーケティング担当）兼海外営業部長
2024年７月 当社取締役執行役員ファスニング事業部長
2026年４月　当社取締役執行役員事業統括本部長

現在に至る

8,943株

取締役候補者とした理由
マーケティングに関する豊富な知識と経験及び子会社取締役として経営全般に関する豊富な知識と経
験を有しており、2021年６月より取締役を務めています。
引き続きこれらの豊富な知識と経験が当社の企業価値向上に資すると判断し、取締役候補者としまし
た。

(注) １. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
　　締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請
　　求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。各候補者が
　　取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
　　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。
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候補者
番　号

氏名及び生年月日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式数

１

は や し  く に  お

林  邦 男
1952年12月５日生

1989年１月 当社入社
2004年６月 当社取締役執行役員営業推進部長
2004年７月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長
2006年12月 当社取締役常務執行役員経営企画室長兼
　　　　　 管理本部長
2007年10月 当社取締役常務執行役員経営企画室長
2008年６月 当社監査役
2016年６月 当社取締役（監査等委員）

現在に至る

21,067株

取締役候補者とした理由
経営企画・営業・管理に関する豊富な知識と経験を有しており、2004年６月から当社取締役と
して経営に携わってきました。引き続きこれらの知識と経験が実効的な監査及び取締役会運営
の適正性の確保に資すると判断し、監査等委員である取締役候補者としました。

２

ふじもと  のぼる

藤 本  昇
1946年12月10日生

1974年４月 藤本　昇特許事務所（現　弁理士法人
　　　　　 藤本パートナーズ）を開設
　　　　　 現在に至る
2008年６月 当社監査役
2016年６月 当社取締役（監査等委員）
　　　　　 現在に至る

（重要な兼職の状況）
弁理士法人　藤本パートナーズ代表社員

7,952株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
藤本　昇氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は経営者としての豊富な経験と弁理士とし
て培われた専門的な知識・経験等を有しており、引き続き当該知見を活かして専門的な観点か
ら取締役の職務遂行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役全員（３名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期

満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであり

ます。

　なお、本議案に関しましては予め監査等委員会の同意を得ています。

　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏名及び生年月日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式数

３

え ん ど う み ち こ

遠 藤 美 智 子
1955年10月15日生

1996年４月 弁護士登録
　　　　　 稲垣・遠藤法律事務所
　　　　　 現在に至る
2008年６月 当社補欠監査役
2017年４月 当社取締役（監査等委員）
　　　　　 現在に至る

9,444株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
遠藤美智子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に会社の経営に関与したことがご
ざいませんが、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、引き続き当該知見
を活かして専門的な観点から取締役の職務遂行に対する監督、助言等をいただくことを期待し
たためであります。

(注) １. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 藤本　昇及び遠藤美智子の両氏は社外取締役候補者であります。

　　　　　 なお、当社は藤本　昇及び遠藤美智子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

　　　　　 て指定し、同取引所に届け出ています。なお、両氏の選任が承認された場合には引き続き

           両氏を独立役員として指定する予定であります。

　　　 ３．藤本　昇氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である

　　　　　 社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１０年となります。

　　　 ４．遠藤美智子氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員であ

　　　　　 る社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって９年３ヶ月となります。

　　　 ５．当社と藤本　昇及び遠藤美智子の両氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

　　　　　 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

　　　　　 責任の限度額は、法令に定める金額としております。両氏が再任された場合、当該責任限

　　　　　 定契約を継続する予定です。

　　　 ６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

　　　　　 締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請

　　　　　 求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。各候補者が

　　　　　 監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

　　　　　 また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。
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氏名及び生年月日 略歴及び重要な兼職の状況
所有する当社の

株式数

なり  た  よし ひろ

成 田 佳 大
1973年12月26日生

2010年４月 税理士登録

2012年５月 株式会社ＧＭコンサルタンツ

代表取締役

2013年10月 税理士法人グローバルマネジメント

社員就任

2022年10月　　同社　代表社員就任

現在に至る

0株

補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

会社経営者としての経験と税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かして

いただけるものと判断したためであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め

補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては予め監査等委員会の同意を得ています。

　また、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を

得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

(注) １. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 成田佳大氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
３. 成田佳大氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏を東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
４. 成田佳大氏が社外取締役として就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める金額としております。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を
受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。成田佳大氏が監
査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることと
なります。
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氏名 性別

専門性と経験

企業

経営

財務・

会計

法務・

コンプ

ライア

ンス

開発・

商品

戦略

マーケ

ティン

グ

リスク

管理
独立性

（監査等委員で

ある取締役を除

く）取締役

地引俊爲 男性 ● ● ● ●

森下幸治 男性 ● ● ●

田邉浩樹 男性 ● ● ● ● ●

（監査等委員）

取締役

林　邦男 男性 ● ● ● ● ●

藤本　昇 男性 ● ● ● ●

遠藤美智子 女性 ● ● ●

［ご参考］

　取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び監査等委員である取締役の専

門性と経験（スキルマトリクス）

　第１・２号議案が承認された場合、当社の取締役会は以下のようなスキルを持った

メンバーにより構成されることになります。

以　上
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[株主総会会場ご案内略図]
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◎近鉄瓢箪山駅より　南東方向徒歩約５分

お願い　誠に申し訳ございませんが、会場には駐車場設備が十分にございませんので、

電車等の公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。


